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令和８年度　松江市産業支援制度一覧  ※詳細につきましては、記載している松江市の各担当課までお問い合わせください。 

 産業支援関係事業補助金　　［ものづくり産業支援センター　産業支援係／℡ 60-7101］

 
補助金名 事　業　概　要

交付の対象となる 
事務又は事業の内容

補助対象経費及び 
補助率等

補助対象者の範囲ほか

 

設備導入支援事業補

助金

中小企業者が、受注の拡大、生産の効率

化及び新分野進出に向けた新製品製造

を行うために必要な工作機械等を導入

する際の経費の一部を補助することに

より、中小企業者の技術力の向上及び経

営体質の強化に資することを目的とす

る。

中小企業者が市内事業所で実施する、次に掲げ

る事業とする。ただし、松江市ものづくり産業

投資促進助成金を除いた、この補助金と同様の

趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合

を除く。 

(1) 生産性向上支援事業 

受注の拡大や生産の効率化を図るために工作

機械等を導入する取組とする。 

(2) 新分野進出支援事業 

新たな事業分野進出に向けた新製品製造に必

要な工作機械等を導入する取組とする。

【補助対象経費】 

(1)市内事業所への1台当たり税抜80万円以上の工

作機械等の導入に要する経費リース及びレンタル

による導入は補助対象外とする。） 

(2)その他市長が特に必要と認める経費 

【補助率】 

(1)生産性向上支援事業 

補助対象経費の5分の1の額(1,000円未満切捨て)

とし、200万円を上限とする。ただし、導入する工

作機械等が、既存設備との入れ替えであって、炭素

排出量の削減が見込まれるものである場合は補助対

象経費の4分の1の額(1,000円未満切捨て)とし、

200万円を上限とする。 

(2) 新分野進出支援事業 

補助対象経費の3分の1の額(1,000円未満切捨て)

とし、300万円を上限とする。

製造業を主たる事業として営む市内に本

社又は製造拠点を有する中小企業者であ

って、次に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。 

(1)法人にあっては市内において1年以上

継続して事業を営み、個人にあっては市

内に1年以上住所を有すること。 

(2)市税を滞納していないこと。

 

デジタル化支援事業

補助金

中小企業者が、受注の拡大、生産及び業

務の効率化を図るために必要なソフト

ウェア等及びIoT デバイスを導入する

際の経費の一部を補助することにより、

中小企業者の生産性の向上及び経営体

質の強化に資することを目的とする。

中小企業者が市内事業所で実施する、次に掲げ

る事業とする。ただし、この補助金と同様の趣

旨の他の補助金等の交付を受けている事業を

除く。 

(1)製造現場デジタル化支援事業  

次のいずれかに該当する事業とする。 

ア 製品製造に必要な業務や製造工程を管理

する業務をデジタル化するために必要なソ

フトウェア等又はIoT デバイスを導入する

【補助対象経費】 

(1)製造現場デジタル化支援事業 

ソフトウェア等・IoT デバイス導入費、ソフトウェ

ア改修費 

(2)省力化実践支援事業 

ソフトウェア等導入費 

【補助率】 

次に掲げるとおりとする。ただし、同一年度内にお

ける補助事業者に対する補助金の交付は、各事業に

製造業を主たる事業として営む市内に本

社又は製造拠点を有する中小企業者であ

って、市税を滞納していないものとする。
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 取組 

イ 業務効率化又は付加価値を創造すること

を目的として、製造工程に関連する導入済み

のソフトウェアを改修する取組 

(2)省力化実践支援事業 

業務効率化を目的として製造工程に関連しな

い業務をデジタル化するために必要なソフト

ウェア等を導入する取組

つき1回を限度とする。 

(1)製造現場デジタル化支援事業  

補助対象経費の2分の1の額（1,000円未満切捨て）

とし、80万円を上限とする。ただし、「松江市IT活

用アドバイザー派遣事業」を利用し、当該助言に基

づくソフトウェア等の導入若しくはソフトウェアの

改修、又はIoTデバイスの導入（以下「IT等の導入

又は改修」という。）の場合は、補助率を補助対象経

費の3分の2の額（1,000円未満切捨て）とする。 

(2)省力化実践支援事業 

補助対象経費の2分の1の額（1,000円未満切捨て）

とし、20万円を上限とする。ただし、「松江市IT活

用アドバイザー派遣事業」を利用し、当該助言に基

づくソフトウェアの導入の場合は、補助率を補助対 

象経費の3分の2の額（1,000円未満切捨て）とす

る。

 

環境負荷軽減活動支

援事業補助金

自社の省エネルギー化及び温室効果ガ

ス排出量削減に資する取組に要する経

費の一部を補助することにより、中小企

業者のエネルギーコストの負担軽減を

図るとともに、脱炭素経営に向けた取組

を促進することを目的とする。

中小企業者が市内において実施する環境負荷

軽減活動に係る次に掲げる事業とする。ただ

し、この補助金と同様の趣旨の他の補助金等の 

交付を受けている場合を除く。 

(1)脱炭素経営推進事業 

自社の温室効果ガスの排出量算定や省エネ化

に向けた各種診断、分析等の取組及び脱炭素経

営推進に向けた計画策定等の取組とする。 

(2)エネルギー効率改善事業 

製造現場における省エネルギー化に資する現

場改善活動の取組、ユーティリティ設備の更新

又は高効率空調、LED照明への更新の取組とす

る。

【補助対象経費】 

(1)脱炭素経営推進事業 

専門家経費、委託費、機械装置・工具器具費、通信

費、その他経費 

(2)エネルギー効率改善事業 

設備等導入費、工事請負費、その他経費 

【補助率】 

補助対象経費の2分の1の額（1,000円未満切捨て）。

ただし、50万円を上限とする。

製造業を主たる事業として営む市内に本

社又は製造拠点を有する中小企業者であ

って、市税を滞納していないものとする。
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人材育成支援事業補

助金

中小企業者が人材育成計画に基づいて

実施する研修、教育訓練又は国家資格の

受験に必要な経費の一部を補助するこ

とにより、中小企業者の企業力の向上を

図り、もって市の産業振興に資すること

を目的とする。

人材育成に係る次に掲げる事業とする。ただ

し、この補助金と同様の趣旨の他の補助金等の

交付を受けている場合や市外に勤務する従業

員等が対象となるものを除く。 

(1) 研修等受講支援事業 

人材育成計画に基づき、自らが計画して主催

する研修会若しくは教育訓練の実施又は他の

ものが主催する研修会若しくは教育訓練への

派遣等とする。 

(2) 技能検定取得支援事業 

製品の製造工程又は開発工程上において、自

社の主たる事業と関連性を有する国家資格の

取得とする。

【補助対象経費】 

(1)研修等受講支援事業 

委託費、会場費、教材費、負担金、その他経費 

(2)技能検定取得支援事業 

負担金 

【補助率】 

補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)

とし、30万円を上限とする。

補助対象者は、次の各号の全てに該当す

るものとする。 

(1)市内に本社、製造拠点又は開発拠点を

有する中小企業者であって、製造業又は

情報通信業を主たる事業として営むも

の 

(2)市税を滞納していないもの

 

人材確保支援事業補

助金

中小企業者の慢性的な人手不足解消に

向けた人材確保に必要な経費の一部を

補助することにより、中小企業者の企業

力の向上を図り、もって本市の産業振興

に資することを目的とする。

慢性的な人手不足解消に向けた人材確保に関

する取組とする。ただし、この補助金と同様の

趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合

を除く。

【補助対象経費】 

人材紹介経費、委託費、広報費、労務環境整備費、

負担金、その他経費 

【補助率】 

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)

とし、50万円を上限とする。

補助対象者は、次の各号の全てに該当す

るものとする。 

(1)市内に本社、製造拠点又は開発拠点を

有する中小企業者であって、製造業又は

情報通信業を主たる事業として営むも

の 

(2)市税を滞納していないもの

 

職場環境改善支援事

業補助金

中小企業者が行う職場環境改善の推進

に要する経費の一部を補助することに

より、中小企業者の経営改善、人材定着

を図り、もって本市の産業振興に資する

ことを目的とする。

市内の事業所で行う職場環境改善に係る取組

であって、事前の改善計画の社内検討及び専門

家等の適切な所見により、当該事業年度内にお

いて改善実施後の効果が見込まれるものとす

る。ただし、この補助金と同様の趣旨の他の補

助金等の交付を受けている場合を除く。

【補助対象経費】 

製造ラインのレイアウト変更に伴う施設の改修費、

装置の導入費及び改造費、治具購入費、工具や部品

等の整理をするための備品購入費、熱中症予防のた

めに新たに実施する取組に係る経費 

【補助率】 

補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨

て)とし、20万円を上限とする。

製造業を主たる事業として営む市内に本

社又は製造拠点を有する中小企業者であ

って、市税を滞納していないものとする。
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販路開拓支援事業補

助金

中小企業者が自社製品の紹介をするた

めに島根県外(海外を含む。以下「県外」

という。)で開催される展示会等に出展

する場合、海外に赴いて商談を行う場合

又は営業代行等を活用する場合に必要

な経費の一部を補助することにより、新

規取引先の開拓、受注機会の増大を推進

し、市内産業の活性化を図ることを目的

とする。

(1)展示会等出展事業 

自社製品を紹介するために県外で開催される

展示会等へ自ら出展し、販路拡大を図る取組と

する。 

(2)海外進出支援事業 

自ら海外に赴いて商談を行い、販路拡大を図

る取組とする。 

(3)営業代行活用支援事業 

営業代行等の活用により、販路拡大を図る取

組とする。 

【補助対象経費】 

(1)展示会等出展事業 

展小間料及び会場使用料、展示ブース装飾費、商

品・技術のPR経費、輸送費、交通費、展示会出展後

の営業活動費、宿泊費、展示会サポート費、役務費、

その他 

(2)海外進出支援事業 

海外渡航費、製作費、役務費、その他 

(3)営業代行活用支援事業 

委託費、製作費、その他 

この補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を

受けている場合は、当該他の補助金等の額を控除し

た額を補助対象経費とする。 

【補助率】 

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)

とし、80万円を上限とする。ただし、営業代行活用

支援事業については、同一年度内における補助事業

者に対する補助金の交付は１回限りとする。

次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当

該各号に定める者とする。 

(1)展示会等出展事業　 

市内に本社、製造拠点又は開発拠点を有

する中小企業者であって、市税を滞納し

ていないもの 

(2)海外進出支援事業 

製造業を主たる事業として営む市内に

本社、製造拠点又は開発拠点を有する中

小企業者であって、市税を滞納していな

いもの 

(3)営業代行活用支援事業 

製造業を主たる事業として営む市内に

本社、製造拠点又は開発拠点を有する中

小企業者であって、市税を滞納していな

いもの

 

新製品・新技術開発

支援事業補助金

中小企業者又は企業グループが実施す

る新製品・新技術開発にチャレンジする

取組に対し、必要な経費の一部を補助す

ることにより、中小企業者の競争力の強

化と新ビジネスの創出を図ることを目

的とする。

中小企業者又は企業グループが市内において

実施する新製品・新技術開発に係る次に掲げる

事業とする。ただし、この補助金と同様の趣旨

の他の補助金等の交付を受けている場合を除

く。 

(1) トライアル事業 

自社の競争力強化につながる新製品・新技術

開発に係る企画、設計及び試作開発とし、以下

の条件のいずれか満たす取組とする。 

ア 自社における新製品の開発又は既存製品

の高付加価値化に資するもの 

イ 自社における新技術の獲得又は保有技術

【補助対象経費】 

(1) トライアル事業 

原材料・副資材費材料、機械装置・工具器具費、外

注費、技術指導受入費、性能検査費、その他経費 

(2) 開発スタートアップ事業 

原材料・副資材費材料、機械装置・工具器具費、外

注費、産業財産権導入費、技術指導受入費、性能検

査費、その他経費 

(3) 実用化製品化事業 

原材料・副資材費材料、機械装置・工具器具費、外

注費、産業財産権導入費、技術指導受入費、性能検

査費、直接人件費、その他経費 

次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

(1) 製造業を主たる事業として営む市内

に本社又は製造拠点を有する中小企業

者であって、市税を滞納していないもの 

(2) 次に掲げる要件の全てを満たす企業

グループ 

ア 構成員の2分の1以上が、市内に本

社又は製造拠点を有する中小企業者等

であること。 

イ 構成する、市内に本社又は製造拠点

を有する中小企業者が、市税を滞納し
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 の高度化に資するもの 

ウ 開発目的が明確で、自社が抱える課題の解

決につながるもの 

(2) 開発スタートアップ事業 

自社(企業グループ)の競争力強化につなが

る、対象市場において革新性又は新規性の高い

新製品・新技術開発に係る企画、設計及び試作

開発とする。 

(3) 実用化製品化事業 

自社(企業グループ)の競争力強化につなが

る、対象市場において革新性又は新規性の高い

新製品・新技術の試作開発後における製品・技

術そのものの付加価値を高めるための実用化

製品化に向けた取組とする。

【補助率】 

(1) トライアル事業 

補助対象経費の2分の1の額（1,000円未満切捨て）

とし、20万円を上限とする。 

(2) 開発スタートアップ事業 

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)

とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額

が30万円以上となる場合に限り、補助金を交付す

る。 

(3) 実用化製品化事業 

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)

とし、200万円を上限とする。

ていないこと。

 

小規模企業者支援事

業補助金

小規模企業者の工作機械等の導入に必

要な経費の一部を補助することにより、

地域経済や雇用を支える小規模企業者

の持続的な発展を図ることを目的とす

る。

小規模企業者が市内事業所で実施する、新規受

注、生産性の向上及び維持等に必要な工作機械

等の取得、更新又は補修とする。ただし、この

補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を

受けている場合を除く。

【補助対象経費】 

(1)1台あたり税抜10万円以上の工作機械等の取得

又は更新に要する経費 

(2)工作機械等の補修に要する経費税抜で合計10万

円以上となる場合に限る。) 

(3)その他市長が特に必要と認める経費 

【補助率】 

補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)

とし、30万円を上限とする。

製造業を主たる事業として営む市内に本

社又は製造拠点を有する小規模企業者で

あって、市税を滞納していないものとす

る。

 

ものづくり関心向上

啓発活動支援事業補

助金

中小企業者、企業グループ又は協同組合

等が主体となって実施するオープンフ

ァクトリーやものづくり体験イベント

等の実施に必要な経費の一部を補助す

ることにより、学生を中心としたものづ

くりへの関心向上啓発及び中小企業者

の人材育成・確保、更には地域間の連携

中小企業者、企業グループ又は協同組合等が主

体となって市内で実施する、オープンファクト

リーやものづくり体験イベント等のものづく

りへの関心向上に資する取組とする。ただし、

この補助金と同様の趣旨の他の補助金の交付

を受けている場合又は公的機関による金銭的

支援を受けている場合を除く。

【補助対象経費】 

機械装置等購入費、原材料・副資材費、広告宣伝費、

使用料、謝金・委託費、その他経費 

【補助率】 

補助対象経費の3分の2の額（1,000円未満切捨て）

とし、20万円を上限とする。

次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

(1)　個社の場合 

製造業を主たる事業として営む中小企業

者であって、市税を滞納していないもの。 

(2)　企業グループの場合 

構成員の2分の1以上が製造業を主たる
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 や活性化に寄与することを目的とする。 事業として営む中小企業者であり、かつ、

構成員の中小企業者であって、市税を滞

納していないこと。 

(3)　協同組合等の場合 

当該組合員（中小企業者）の2分の1以

上が製造業を主たる事業として営む協同

組合等であり、かつ、当該協同組合等で

あって、市税を滞納していないこと。

 

製造業エネルギーコ

スト削減対策支援事

業補助金

製造業を営む市内中小企業者が、エネル

ギー価格高騰への対策として、省エネル

ギー化を図るために必要な設備更新や

現場改善のための経費の一部を補助す

ることにより、中小企業者の経営を支援

することを目的とする。

次のいずれかに該当する取組とする。 

(1)島根県ものづくり産業エネルギーコスト削

減対策緊急支援事業補助金（以下「県補助金」

という。）の交付決定を受けた取組とする。た

だし、令和8年2月2日以降に交付決定を受け

た取組に限る。 

(2)エネルギー価格高騰の影響による負担を軽

減するための省エネルギー化に資する以下の

取組とする。ただし、エネルギー削減効果を客

観的合理的に示すことができるものに限る。 

ア　生産設備又はユーティリティ設備の更新 

イ　生産設備又はユーティリティ設備のエネ

ルギー使用量削減を図る現場改善 

ウ　エネルギー使用量の見える化や監視・制御

を行う設備又はシステムの導入

【補助対象経費】 

交付対象である事業に要する経費のうち、市内の事

業所で実施するものを補助対象経費とする。ただし、

消費税及び地方消費税を除いた額とする。また、こ

の補助金と同様の趣旨の他の補助金の交付を受ける

場合は、当該他の補助金等の額を補助対象経費から

控除するものとする。 

【補助率】 

2分の1以内の額（1,000円未満切捨て）。ただし、

下限を20万円とし、上限を450万円とする。

製造業を主たる事業として営む中小企業

者であって、市税を滞納していないもの

とする。

 
松江市ものづくり産

業生産プロセス変革

等支援事業（エネル

ギー価格・物価高騰

対策分）補助金 

三菱マヒンドラ農機株式会社の事業撤

退により影響を受ける松江市内製造業

者の生産プロセスの変革・拡大又は新事

業の構築に必要な経費の一部を補助す

ることにより、松江市内製造業者の収益

確保を支援し、もって競争力強化を図る

ことを目的とする。

令和8年3月25日より島根県が実施する、も

のづくり産業生産プロセス変革等支援事業（エ

ネルギー価格・物価高騰対策分）補助金（以下

「県補助金」という。）の交付確定を受けた取

組とする。ただし、直近決算期において、三菱

マヒンドラ農機株式会社又はリョーノーファ

クトリー株式会社と直接・間接的に売上全体の

【補助対象経費】 

県補助金の補助対象経費のうち、松江市内の事業所

で実施したものに係る経費 

【補助率等】 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

(1)補助対象経費が4,000万円以下の場合　補助対

県補助金の交付確定を受けた者で、次の

各号のいずれにも該当するもの 

(1)松江市内に主たる事業所があるもの 

(2)松江市税の滞納がないもの 
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 5％以上の取引を有すると島根県に認められた

企業の取組に限る。

象経費の10分の1.5以内の額（1,000円未満切捨て）

とし、上限を600万円とする。 

(2)補助対象経費が4,000万円を超える場合　補助

対象経費の10分の9の額から県補助金の交付確定額

及びこの補助金と同様の趣旨の他の補助金等の額を

差し引いた3,000万円以内の額（1,000円未満切捨

て）とする。

 

松江市営業代行等を

活用したものづくり

産業販路拡大支援事

業補助金 

三菱マヒンドラ農機株式会社の事業撤

退により影響を受ける松江市内製造業

者が、営業代行等が持つ販売のノウハウ

やネットワークを活かして、製品、部品、

技術などの販路拡大を図るために必要

な経費の一部を補助することにより、松

江市内製造業者の収益確保を支援し、も

って競争力強化を図ることを目的とす

る。

令和8年4月7日より公益財団法人しまね産業

振興財団が実施する、営業代行等を活用したも

のづくり産業販路拡大支援事業助成金（以下

「財団助成金」という。）の特別枠で交付確定

を受けた取組 

【補助対象経費】 

財団助成金の助成対象経費のうち、松江市内の事業

所で実施したものに係る経費 

【補助率等】 

補助対象経費の4分の1以内の額（1,000円未満切

捨て）とし、上限を50万円とする。

財団助成金の交付確定を受けた者で、次

の各号のいずれにも該当するもの 

(1)松江市内に主たる事業所があるもの 

(2)松江市税の滞納がないもの 

 

松江市戦略的取引先

確保推進支援事業補

助金 

三菱マヒンドラ農機株式会社の事業撤

退により影響を受ける松江市内製造業

者が、国内最大の製造業向け技術専門展

示会に出展し、新規取引先の開拓を図る

ために必要な経費の一部を補助するこ

とにより、松江市内製造業者の収益確保

を支援し、もって競争力強化を図ること

を目的とする。

令和8年4月20日以降で公益財団法人しまね

産業振興財団が実施する戦略的取引先確保推

進事業の特別枠で島根県ブースに出展する取

組

【補助対象経費】 

公益財団法人しまね産業振興財団から請求される展

示会出展負担金 

【補助率等】 

補助対象経費の10分の10以内の額（1,000円未満

切捨て）とし、上限を75,000円とする。

次の各号のいずれにも該当するもの 

(1)松江市内に主たる事業所があるもの 

(2)松江市税の滞納がないもの 

 

松江市専門展示会出

展支援事業補助金

三菱マヒンドラ農機株式会社の事業撤

退により影響を受ける松江市内製造業

者が、販路拡大を目的とした専門展示会

及び見本市等に出展するために必要な

経費の一部を補助することにより、松江

市内製造業者の収益確保を支援し、もっ

令和8年4月10日より公益財団法人しまね産

業振興財団が実施する、専門展示会出展助成金

（以下「財団助成金」という。）の特別枠で交

付確定を受けた取組

【補助対象経費】 

財団助成金の助成対象経費のうち、松江市内の事業

所が実施したものに係る経費 

【補助率等】 

補助対象経費の4分の1以内の額（1,000円未満切

捨て）とし、上限を15万円とする。

財団助成金の交付確定を受けた者で、次

の各号のいずれにも該当するもの 

(1)松江市内に主たる事業所があるもの 

(2)松江市税の滞納がないもの
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 て競争力強化を図ることを目的とする。

  
信用保証料補給　［商工企画課　企画振
興係／℡　55-5208 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
対象となる融資 資金の使途

補助対象経費の範囲
補給率 補給上限額  補給対象 保証料料率の範囲

 

島根県中小企業 
制度融資 

創業者支援資金

設備資金 
 
運転資金 信用保証料の一括

払い分または分割

払いの初回分 責任共有制度対象外のもの 
１．１％以下の部分 
 
責任共有制度対象のもの 
０．９５％以下の部分

1/3 資金の使途が設備の場合

は30万円 
 
 
設備及び運転の場合は30

万円 
 
 
運転の場合は10万円 
 
借換の場合は10万円

 
小規模企業育成資金・ 
小規模企業特別資金

資金の使途が 
設備の場合は1/3 
 
設備及び運転の場合は1/3 
 
運転の場合は1/6 
 
借換の場合は1/6

 
経営改善サポート資金

 
一般資金

設備資金 
運転資金 
借換資金

 

島根県中小企業制度融

資（三菱マヒンドラ関

係

一般融資 

特別融資 

緊急融資 

設備資金 

運転資金 

借換資金 

三菱農機等の農業

用機械事業撤退に

伴い影響を受けて

いる事業者 

10/10 上限なし

 商業関係補助金　［商工企画課　企画振
興係／℡　55-5208 ］　

 
補助金名 対象事業 補助率等 助成対象者の範囲ほか

 

松江市チャレンジショップ事業費補助金

4期松江市中心市街地活性化基本計画で設定さ

れた区域又は商工会管内の一部地域の空店舗に

出店する事業者に対し、家賃等の一部を助成す

る事業

家賃：1/2　（1か月あたりの上限6万円、12ヶ月） 
広告宣伝費：1/2　（上限20万円） 
改修費：1/2（上限150万円） 
ただし、補助総額上限150万円

法人にあっては市内に本店の登記をしていること、個人に

あっては市内に主たる事業所を有する者。
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※事業を計画しておられる方は、商工会議所、各商工会へご相談ください。 
お問い合わせ先　　　　松江商工会議所 まちづくり推進部　0852-32-0504　 

まつえ北商工会　　　　 　　　　　0852-82-2266　 
まつえ南商工会　 　　　　　　　　0852-66-0861　 
東出雲町商工会　　　　 　　　　　0852-52-2344　 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

松江市地域商業機能維持・向上支援事業補助金

〔買い物不便対策事業〕　 
買物困難地域において、松江市内に事業所を有

する中小企業者等、又は有する予定の中小企業

者等が実施する集落地店舗を整備し生活物資を

販売する事業
対象経費の1/2　（上限100万円） 
ただし、中山間地域で事業を行う場合、補助対象経費

の2/3以内とする

松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出

雲町商工会  〔移動販売支援事業〕 
買物困難地域を含む地域において、松江市内に

事業所を有する中小企業者等、又は有する予定

の中小企業者等が実施する生活物資の移動販売

又は宅配を実施する事業

 

松江市小規模企業持続化補助金 

小規模事業者持続化補助金＜一般型　通常枠＞

に申請し不採択となったもの。小規模事業者持

続化補助金＜創業型＞に申請し不採択となった

もの。 

対象経費の2/3（上限20万円）

法人にあっては本社、個人事業主にあっては事業所をそれ

ぞれ市内に有する小規模事業者であって、交付規程に基づ

き一般型補助金の交付を申請し、不採択となったものとす

る。

 

松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減

対策支援事業補助金（県補助金上乗せ分）

令和8年2月10日より島根県が実施する飲食・

商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策

緊急支援事業補助金の確定を受けた事業。

①県の補助率1/2以内の場合 

市補助率は1/2（上限75万円） 

②県の補助率2/3以内の場合 

市補助率は1/4（上限75万円）

・市税に滞納がない事業者 

・松江市内の事業所において事業を実施した事業者 

・補助対象経費について、事業実態が市外にある場合は対

象外

 

松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減

対策支援事業補助金（市単独事業分）

中小企業者や個人事業者が電力・ガス等の価格

高騰対策として、エネルギーコストの削減を図

るために必要な設備機器の更新を行う事業。

機器更新に係る経費の1/2（下限10万円～上限19万

9千円）

・市税に滞納がない事業者 

・松江市内の事業所において事業を実施した事業者 

・補助対象経費について、事業実態が市外にある場合は対

象外
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 企業立地関係事業補助金　　［定住企業立地推進課　企業立地係／℡ 55-5216］

 
補助金名 事　業　概　要 区  分

補助率・補助 
対象経費等

補助対象者の範囲ほか

 

松江市企業立地奨励

条例に基づく助成(奨

励)金

企業が事業所を新設、増設、移設するにあたり、

市長が認定した企業に対し助成する。 
 
【認定要件】 
①対象地域　松江市全域 
②対象業種  製造業（加工、又は修理を行う事

業を含む）・ソフト産業等（ソフトウェア業、

情報処理サ―ビス業、デザイン業、情報提供サ

ービス業、広告代理業、機械設計業、経営コン

サルタント業､ディスプレイ業､非破壊検査業、

エンジニアリング業、自然科学研究所）・その

他市長が適当と認める業種 
③産業の振興及び雇用の促進に資するもの 
④常時使用する従業員が増加すると見込まれる

もの 
⑤業績の安定性、成長性、信用度等において優

良な企業体質を備えたもの

用地取得助成金

・用地取得費の30％以内

（ソフトビジネスパーク

島根は15％以内） 
・限度額3億円

【用地取得助成金交付要件】 
1.立地計画の認定を受けた企業であること 
2.工業団地等（朝日ヒルズ工業団地、揖屋干拓工業団地、ソフトビジネスパーク島根、

その他市長が特に認める土地（松江市又は松江市土地開発公社が取得し、又は造成した

ものに限る））に立地 
3.①製造業　投下固定資産総額が1億円以上で新規雇用従業員（常時使用する従業員と

して、操業日前１年から操業日後3年までの間に採用され又は市外の事務所から配置換

えにより配置された者で、松江市に住所を有する者）が10人以上増加 
②ソフト産業等　投下固定資産総額が5,000万円以上で新規雇用従業員（同上）が5人

以上増加 
4.用地取得後3年以内に操業開始すること

 

立地奨励金

・操業開始後、立地に係

る投下固定資産に対し

て、最初に賦課された年

度から3年間の固定資産

税相当額

【立地奨励金交付要件】 
立地計画の認定を受けた企業であること

 

雇用促進奨励金
・新規雇用従業員数×30

万円

【雇用促進奨励金交付要件】 
1.立地計画の認定を受けた企業であること 
2.操業日後4年を経過した日における新規雇用従業員（常時使用する従業員として、操

業日前１年から操業日後3年までの間に採用され又は市外の事務所から配置換えにより

配置された者で、松江市に住所を有する者）の数が5人以上であること

 

松江市情報サービス

産業等立地促進補助

金

市外から新規に松江市に立地された企業（情報

サービス産業等）に対し、市内賃貸借オフィス

の賃料の一部を補助する。 
 
【情報サービス産業等】 
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、

インターネット付随サービス業、デジタルコン

テンツ業、コールセンター業、データセンター

業、シェアードサービス業、情報サービス産業

に携わる人材を育成する機関

企業（情報サービス産業

等）の市内賃貸借オフィ

スの賃料

月額賃料（共益費、敷金・

礼金などこれらに類する

経費は除く）の1/2の額

（限度額20万円/月）を

最大8年間分

① 市外から新規に立地した企業 
ただし、島根県ソフト産業家賃等補助金交付要綱第3条第1項第3号に示す「新規

立地」として交付決定を受けている場合は、この限りではない 
② 市内在住による常時従業者を3人以上、継続して雇用する企業（人材育成機関は人

数要件なし） 
③ 市内の空き施設に入居し、所有者と賃貸借契約を締結していること 

ただし、当該契約は補助事業者による直接契約であることを要せず、親会社、子会

社及びその他のグループ企業が締結した契約であっても妨げない 
④ 操業を開始しているとともに賃貸借契約の履行開始日から1年以内であること 
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補助金名 事　業　概　要 区  分

補助率・補助 
対象経費等

補助対象者の範囲ほか

 

松江市企業立地支援

補助金

市内に事業所を新設又は増設する企業の電気料

金の一部を補助する。

市内に新設又は増設し、

3人以上の雇用（雇用保

険加入者）を創出した事

業所に係る支払電気料

金

補助対象事業費の4/10の

額（千円未満切捨）から

原子力発電施設等周辺地

域企業立地支援給付金

（電力給付金）を控除し

た額

市市内（鹿島町及び東出雲町を除く。）に事業所を新設又は増設した企業で、原子力発

電施設等周辺地域企業立地支援給付金の交付決定を令和9年3月31日までに受けた企業

 

松江市ものづくり産

業投資促進助成金

東出雲町が、原子力発電施設等周辺地域企業立

地支援事業費補助金（Ｆ補助金）の対象区域外

であることに鑑み、東出雲町内において事業所

の新増設や設備投資を行う企業に対して、その

経費の一部を助成する。

投下固定資産総額に対

する助成

投下固定資産総額の10％

に相当する額（上限１千

万円） 
 
※投下固定資産 
ア  操業日前3年以内に

取得した土地 
イ  操業日前1年以内に

取得した減価償却資産

（通常1単位として取引

されるその単位ごとに

100万円以上のものに限

る。)

企業（中小企業）が次に掲げる要件を全て満たす場合、投下固定資産総額を助成対象と

する。 
1  投下固定資産が、東出雲町内に所在するものであること。 
2  投下固定資産が、製造業に属する事業の用に供されるものであること。 
3  常用従業員数が、投下固定資産の操業日から起算して1年以内に、当該操業日の前日

から起算して2月前の日（以下「基準日」という。）と比較して3人以上増加するもの

であること。ただし、市内に所在する同一企業の他の事業所から異動した者のうち基準

日において当該他の事業所に在籍していた者は増加する人数に含まない。 
 
※常用従業員  投下固定資産の所在する事業所において雇用される従業員で、次に掲げ

る要件の全てを満たすものをいう。 
ア  雇用保険法（昭和49年法律第116号）第4条第1項に規定する被保険者に該当する

こと 
イ  期間の定めのない労働契約又は1年以上の期間の労働契約を締結していること 


